
工事監督におけるワンデーレスポンスの運用について

Ⅰ　目的

　　　　ワンデーレスポンスは、これまでも監督職員個々において実施していた「現場を

　　　待たせない」「速やかに回答する」という対応をより組織的なものとし、工事現場

　　　において発生する諸問題に対し迅速な対応を実現するものである。

　　（１） 品質確保への取組強化の一環

　　　　工事現場において、発注段階又は施工計画打ち合わせ時では予見不可能であった

　　　問題が発生した場合、対処に必要な発注者の意思決定に多くの時間を費やす場合が

　　　あるため、実働工期が短くなり工事等の品質が確保されないケースがあると指摘さ

　　　れている。そのため発注者は「ワンデーレスポンス」の実施等、問題解決のための

　　　行動の迅速化を図る必要がある。

　　（２） 工事の効率化

　　　　公共工事の受注者、発注者に課せられた使命は「良いものを、早く、安全に、適

　　　正な価格で県民に提供すること」と言える。個々の公共工事現場において、受注者、

　　　発注者それぞれにメリットがあり、かつ誰にでも取り組むことができる共通目標の

　　　ひとつに、「速やかに工事を完成させる」ことがあげられる。

　　　　安全と品質を確保したうえで、受注者と発注者が協力して適正な工程管理をおこ

　　　なうことにより、速やかに工事を完成させ、早期に供用開始をおこなうことでメリ

　　　ットが発生する。

Ⅱ　対象工事

　　　　原則として、全ての工事を対象として実施するものとする。

Ⅲ　実施方法

　　（１） 受注者からの質問、協議への回答は、その日の内（２４時間以内）に行うこと

　　　を基本とする。但し、土・日等の閉庁日を除く。

　　（２） 即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ

　　　回答期限を予告するなど、回答をその日のうちに行う。

　　（３） 予告した回答期限を超過する検討期間が必要と判断された時点で、速やかに新

　　　たな回答期限を通知する。

　　（４） 受注者からの的確な状況説明資料等により、早期に報告を受けることがワンデ

　　　－レスポンスの前提となるため、受注者に対してもこの取り組みの意義と目的を周

　　　知するものとする。

Ⅳ　その他

　　　　発注者及び受注者は、ワンデーレスポンスの趣旨を十分に踏まえつつ、その円滑

　　　な実施に努めるものとする。


